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第８回どうなる!?
税理士　友松悦子

税理士●　先日、社長から質問のあったコンビニでのお弁当購入時の消費税です

が、報道があったように、コンビニ業界は酒類を除く飲食料品を全て

軽減税率の対象にしたい意向のようです。

社　長●　私も見ました。どうやら、現在のイートインスペースを「飲食禁止」

と明示した休憩所にすることで対応する案があるようですね。

税理士●　そのようですが、他の業界からも意見はあるでしょうし、今後の動向

は注意深く見守ることにしましょう。それはさておき、今回は軽減税

率導入後の帳簿と請求書について確認しようと思います。

社　長●　あ、記載項目が増えるんですよね。

税理士●　そうです。軽減税率導入後の4年間、つまり平成31年（2019年）10月

１日から平成35年（2023年）9月30日までの間は、仕入税額控除の適

用を受けるためには、区分記載請求書等保存方式による保存が必要に

なります。具体的には、その仕入れが軽減税率の対象か、それ以外の

ものか、区分を明確にするための記載事項が追加された帳簿と請求書

等を保存しなければなりません。まずは帳簿です。

社　長●　税区分のところで税率を記載することになるのですね。

税理士●　はい。これは軽減税率導入前に、会計ソフトが対応しているか否かを

確認すればいいでしょう。次に請求書等です。

社　長●　現在、仕入先の請求書の多くは、③の8％対象の記載と、④の8％と

10％を区分することには対応していませんね。

税理士●　はい。多くの企業が要件を充足する様式へ変更しなければなりません。

社　長●　うちも得意先のために様式の変更をしないといけませんね。

税理士●　そうですね。ただ、平成35年（2023年）10月以降は記載項目がさらに

増えますので、これに対応する様式に変更した方がいいでしょう。こ

の点も含めて、次回詳しく説明します。

★軽減税率導入後は、法定記載事項が増える。これらの記載され

た帳簿と請求書等の保存が、仕入税額控除の要件となる。

★自社発行分の請求書等の様式変更も必要である。

《ポイントの整理》

　平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除が改正され、平成30年１月以降の給与支払い
時の源泉徴収において、既に適用されています。したがって、平成30年分の年末調整においても、改正後
の配偶者控除及び配偶者特別控除を適用することになります。
　毎月の給与計算においては、「源泉控除対象配偶者（給与所得者本人：合計所得900万円以下、かつ、生
計一の配偶者：合計所得85万円以下）」については、扶養親族等１人としてカウントします。しかし、年
末調整においては、給与所得者本人：合計所得1,000万円以下、かつ、生計一の配偶者：合計所得123万円以
下であれば、配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となります。したがって、「源泉控除対象配偶者」に
は該当しないが年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用対象となるケースもあるため、注
意が必要です。
　また、これに関連して「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、
平成30年分より「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様
式に分けられました。
　国税庁ホームページ内には「平成30年分　年末調整のしかた」や「平成30年分　年末調整のための各種
様式」などのぺージが設けられ、平成30年分の年末調整における注意点等を解説しています。

　国税庁は、平成29年分の民間給与実態統計調査の結果を公表しました。この調査は、源泉徴収義務者で
ある民間事業所（官公庁等は対象外）に平成29年12月31日時点で勤務している給与所得者を対象としたも
のです。これによると、源泉徴収義務者の数、給与所得者数、給与総額、源泉徴収所得税額（復興特別所
得税を含む）は、いずれも前年と比較して増加しています。

（４面へ続く）

納税協会はこんな活動をしています

お役に立ちます、
納税協会。

★税金のあらゆるご相談にお応えしています。税に関

するご相談、記帳の仕方や経理処理、申告書の作成、

マイナンバーの取扱いなど、税理士が親身になって

指導、アドバイスします。

★定期刊行物を発行しています。税務情報の定期便と

して毎月お届けしているのが「納税月報」（法人

版・個人版）です。また、税務・会計などのニュー

スをダイジェストしたタブロイド版月刊紙「納税協

会ニュース」、法人会員向けの季刊誌「ふれあい｣

なども発行しています。

正しい税知識が身につくから、
適切な納税につながります

最新の税法を解説した
専門書・実務書を発行して
います
　最新の税務に関する図書を数多く発行し、協会窓口

に常備しています。納税協会ではこうした図書の会員

割引販売を実施しています。

★改正税法説明会などを定期的に開催しています。

「改正法人税法等説明会」（秋）

「年末調整説明会」（11月中旬～12月上旬）

「新設法人説明会」「決算期別法人税等説明会」

「消費税軽減税率制度説明会」  　　など

　個人型確定拠出年金（iDeCo）とは、確定拠出年金法に基づいて実施されている、任意加入の私的年
金制度です。自分で掛金を拠出し、自分で運用方法を選択し、その掛金と運用益の合計額をもとに給付を
受けることができます。基本的に20歳以上60歳未満の全ての方が加入できます。また、税務上も次のよう
に大きなメリットが設けられています。
　平成29年１月からは専業主婦や公務員等も加
入できるようになったこともあって、加入者は
増加しており、平成30年8月末時点で加入者は
100万人を超えました。

　国土交通省は平成30年都道府県地価調査の結果を公表しました。都道府県地価調査とは、国土利用計画
法に基づき、都道府県知事が毎年7月１日時点における標準価格を判定するものです。土地取引規制に際
しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図
ることを目的としています。
　これによると、近畿の3大都市においては住宅地、商業地とも
に前年と比較して地価が上昇しています。平成30年の3大都市に
おける平均地価を前年と比較した場合の増減率は、右記のとおり
です。

平成28年分 平成29年分 増　減
源泉徴収義務者の数
給与所得者数
給与総額
源泉徴収所得税額※

※　復興特別所得税を含む。

3,516千件
57,442千人

207兆8,655億円
9兆4,230億円

3,533千件
58,108千人

215兆7,153億円
10兆390億円

＋ 17千件
＋ 666千人

＋7兆8,498億円
＋6,160億円

公認会計士・税理士　新名貴則

●配偶者控除及び配偶者特別控除の改正に注意

平成30年分の年末調整における留意事項等
国税庁

●給与総額は215兆7,153億円

｢平成29年分民間給与実態統計調査結果について」を公表

●専業主婦や公務員も加入可能に

個人型確定拠出年金（iDeCo）の加入者が100万人を突破

国税庁

厚生労働省

●住宅地、商業地ともに上昇傾向

平成30年都道府県地価調査の結果を発表
国土交通省

住宅地 商業地
京都市
大阪市
神戸市

＋2.0％
＋0.6％
＋0.5％

＋12.5％
＋8.4％
＋5.7％

掛金は全額所得控除

運用益は非課税で再投資

受け取り時も大きな控除（年金で受取り：公的年金
等控除、一時金で受取り：退職所得控除）

（出典：国税庁「消費税軽減税率制度の手引き 平成30年8月版」より抜粋）

（出典：国税庁「消費税軽減税率制度の手引き 平成30年8月版」より抜粋）

納税協会はこんな活動をしています

会員相互の情報交換と親睦の場を
創出しています
　法人部会や個人部会、青年部会などの部会活動を通じ、新しい人脈が広がりま

す。また、ビジネスチャンスにつながる経営上の情報交換により、新しい経営の

発想が生まれます。さらに、時流にマッチした各種研修会や経済・文化講演会な

どを開催しています。

人材育成に役立つ各種実務講座・講習会等を
開催しています
★「総務管理者養成講座」（通信コース・e‒通信コース・講義コース等）は、幅

広い総務の法定事務全般を確実に処理できる人材を養成する講座です。

★税法関係実務講座、セミナーを開催しています。「法人税ステップアップセミ

ナー」、「経理の基本と税務の初歩」、「消費税の総復習と徹底チェック」、「決

算・申告実務演習」など、幅広いテーマで実務に則した講座やセミナーを開催

しています。

★簿記教室を開催しています。簿記の基礎知識、複式帳簿の記帳方法から申告書

の作成まで、分かりやすくきめ細やかに解説します。

★パソコン教室を開催しています。パソコンを初めて使う方からもっと実力をつ

けたい方まで、少人数制で懇切丁寧に解説しています。

★会計ソフトで記帳ができる「パソコン会計教室」を開催しています。納税協会

推奨の会計ソフトを使って、初期登録、伝票入力、決算書の作成などについて、

分かりやすく解説します。

各種保障プランで安心経営を
サポートしています
　経営者の方々が安心して事業に全力を注げるように、「経営者大型総合保障制

度」、「ビジネスガード」等、病気や事故などの万一に備えた、各種福祉制度の斡

旋を行っています。

毎年『税制改正要望書』を提出しています
　納税協会では、税をよく知っていただくための広報活動とあわせて、税制改正

に向けた活動を展開しています。

　その活動として、毎年、皆様の声を反映した「税制改正要望書」を政府や政党

に提出し、公正で公平な税制の実現を積極的に働きかけています。


